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晴
願
文
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　この作品は大田原図書館の正面入り口前に設置し
てある作品です。一度、大きな丸太を等間隔に薄切り
にして、外側と内側の両方の形を崩さないように切り
出し、再度元の形に重ねた作品です。
　「この世の全ては永劫回帰の輪の中にあり、絶え間

なく形を変え
てゆく。それ
ゆえ事の始ま
りと終わりを
知ることはで

きない」。制作者は荘子
の言葉を引用して自分
の作品の本質を表現し
ようと試みました。「私
の作品において、それが
自然に生まれたものか
又、人工的に生み出され
たものかは重要ではない。私の作品が視覚化されるそ
の始まりは、積み重なる思考の層の表出である。」
　本作品は２体１組の作品です。制作者の言葉からは、
どちらかを作るためにどちらかが生まれたのでしょう
が、どちらを始めに作ろうとしたのかは誰にもわから
ない、といったようなことが読み取れます。ただ、目に

見える形で完成した作品は、
彼が今まで経験してきた全て
が関わっているのでしょう。
　作者はイ・スイホン氏。  弘
益 大学大学院を修了後、
ニューヨークのプラット大学
大学院を修了。

彫  刻
周  遊

このコーナーは、「那須野が原
国際彫刻シンポジウム」で公
開制作、設置された作品とそ
の作者を連載で紹介します。

市内で作られた作品とその作者
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イ・スイホン　韓国    2004 年

An Experimental Attempt
Between Inside and Outside

■問い合わせ
　文化振興課文化振興係　　(２３）８７１８

イ・スイホン  氏イ・スイホン  氏

（内側と外側の間、ある経験主義的試み）

　

今
回
は
那
須
与
一
伝
承
館
が
収
蔵
す
る

資
料
の
中
か
ら
、
那
須
資
晴
願
文
写
を
紹

介
し
ま
す
。

　

本
品
は
、
慶
長
八
年（
一
六
〇
三
）卯
月

二
十
八
日
、
那
須
資
晴（
一
五
五
七
〜
一
六

一
〇
）が
烏
山（
現
在
の
那
須
烏
山
市
城
山
）

へ
の
帰
城
が
叶
っ
た
際
に
は
宮
原
八
幡
宮

を
筑
紫
山
に
勧
請
し
、
鳥
居
を
新
造
す
る

こ
と
を
約
し
た
願
文
の
写
し
で
す
。

　

資
晴
は
天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）の
小

田
原
攻
め
に
参
陣
せ
ず
、
豊
臣
秀
吉
か
ら

烏
山
城
と
領
地
を
没
収
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
資
晴
の
長
子
資
景
が
、
那
須
郡
内

に
五
千
石
の
領
地
を
得
ま
し
た
が
、
烏
山

に
は
帰
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

慶
長
五
年（
一
六
〇
〇
）の
関
ヶ
原
の
戦

い
で
は
、
資
晴
・
資
景
父
子
は
徳
川
家
康

に
従
い
、
福
原
氏
・
大
田
原
氏
・
大
関
氏

な
ど
の「
那
須
衆
」と
と
も
に
、
上
杉
景
勝

軍
の
南
下
を
防
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
手
柄
に

よ
り
、
資
景
は
一
万
石
の
大
名
に
取
り
立

て
ら
れ
、
同
七
年
に
は
千
石
を
加
増
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
資
晴
の
悲
願
で
あ
る
烏

山
へ
の
帰
城（
烏
山
江
本
意
）は
叶
わ
ず
、

資
晴
・
資
景
父
子
が
烏
山
の
地
を
踏
む
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

延
宝
九
年（
一
六
八
一
）に
那
須
資
弥（
一

六
二
八
〜
八
七
）が
烏
山
城
主
二
万
石
の
大

名
と
し
て
烏
山
入
り
を
果
た
し
ま
し
た
。

資
晴
が
こ
の
地
を
去
っ
て
か
ら
、
こ
の
間
、

実
に
九
十
一
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
ま
し

た
。

　

現
在
、
本
品
を
展
示
し
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
一
度
、
資
晴
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た

書
状
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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宮
原
八
幡
大
菩
薩

　
　

御
立
願
之
状

　

一
、
烏
山
江
本
意
於
有
之
者
、
御

　
　

殿
筑
紫
山
江
被
爲
引
、
新
宿
江

　
　

烏
山
お
立
可
申
事
、

　

一
、
御
神
領
之
儀
、
幡
田
之
替
可
申

　
　

事
、
付
禰
宜
光
明
寺
屋
敷
可
被
下
也
、

　

一
、
楼
門
・
廻
廊
立
可
申
事
、

　
　

慶
長
八
年
癸
卯
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
資
晴（
花
押
）
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な    

す   

す
け
は
る 

が
ん 

も
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う
つ
し

け
い
ち
ょ
う

か
ら
す
や
ま

み
や
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ら
は
ち
ま
ん
ぐ
う

ち
く  

し   

や
ま

か
ん
じ
ょ
う

て
ん
し
ょ
う

す
け
か
げ

う
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す
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